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各事業所の主な業務内容

○運転監視

浄水場と発電所の運転は、２４時間体制で監視を行い、安

全運転に努めています。

なお、浄水場の運転監視は、これまで段階的に民間委託

を導入しており、平成２４年度からは全て民間委託となりま

した。

日常管理の充実や品質管理の徹底により、安全第一で事業を運営します。

○水質管理

安全・安心な水道水を供給するため、浄水処理工程にお

ける水の色・濁り、消毒の残留効果などの水質検査を毎日

行っています。また、水源から浄水（送水）に至る水の水質

基準５１項目の検査及び農薬類などの水質管理目標設定

項目の検査を毎月行っています。

これらの他、大雨で水源の水が濁ったり、水道水でカビ臭

等が発生した時や、ユーザーから苦情や問い合わせがあっ

た時には、臨時検査を行うことで、水質の確保や苦情等の

解決につなげています。

（平成２６年度臨時検査数 155回）

品質管理

○ＲＤＦ品質管理

県内各地の製造施設から搬入されるＲＤＦは、ＲＤＦ品質

管理規程に基づき、水分や温度、粉化度などをその都度検

査して受け入れを行っています。

また、ＲＤＦの保管は、開放型ピットを備えたＲＤＦ貯蔵施

設で行い、温度や可燃性ガスなどを連続監視しています。

発電所にはＲＤＦ品質管理責任者を配置し、検査員や委

託業者と協力して日々の管理を行っています。

民間業者による運転監視

水質分析による安全確認

RDF受け入れ検査

○ISO９００１品質マネジメントシステム

水や電気などの供給にあたっては、「安全・安心・安定」を

大切な考え方として、ISO９００１を活用しています。

施設の整備、運転、保守管理や水質管理など、品質に影

響する全ての業務を品質マネジメントシステムの対象として

おり、マニュアルや記録の管理を徹底するとともに、故障時

等には適切な対処を行ったうえで、再発防止や予防処置に

取り組んでいます。

薬品注入設備の点検

日常管理
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地震や渇水などにも備えて施設整備を行い、安定した供給を行います。

危機管理の充実や積極的な情報提供を通して、安心できる事業運営を行います。

○施設改良・修繕

浄水場や水管橋、発電所等の施設を適切に維持し、更

新していくことは、「安全・安定」供給を実現するために不

可欠な事項です。

また、今後想定される大規模地震に備えるため、施設の

耐震化が急務となっています。

企業庁では、施設の改良や更新、修繕工事や耐震化工

事を計画的・重点的に実施していきます。

○施設見学

企業庁の役割や事業内容、水や電気の大切さを知って

いただくために、浄水場や発電所等の施設見学を行って

います。

浄水場では、飲料水ができるまでをわかりやすく説明す

るため、水がきれいになる工程の模擬実験や、水質測定の

実演を行っています。

自由研究等の目的で、毎年、小学生を中心に多くの方に

参加いただいています。

～ 三重県企業庁 ホームページ ～

最新情報を常に更新しているほか、水質検査結果などの日常管理情報や財務状況の提供等を行ってい

ます。また、各事業所別の情報提供も行っています。

企業庁ホームページ ： http://www.pref.mie.lg.jp/D1KIGYO/

浄水場の施設見学

○危機管理訓練

「安全・安心・安定」供給を実現するため、防災危機管理

推進計画に基づき、危機管理体制の充実・強化を図るとと

もに、危機対応能力の向上や危機管理意識の共有を図る

ことを目的に、震災対応訓練や水質事故対応訓練などの

実践的な訓練を行っています。

（平成２６年度 実践的な訓練実施回数 ８４回）

夜間の漏水復旧作業

水道ボランティアによる給水訓練

耐震補強後の水管橋
○漏水復旧

道路等に埋設されている水道管は、土壌特性による腐食

や地中の迷走電流による電食等により漏水することがあり

ます。

漏水は、大切な水を無駄にするばかりでなく、道路陥没

等の二次災害を引き起こす原因にもなりかねません。

このため、ユーザー等への影響も考慮しながら、できる限

り、迅速で的確な復旧作業を行っていきます。

（平成２６年度 水道用水供給事業の給水支障件数 ０件

工業用水道事業の給水支障件数 ０件）
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環境保全と地域貢献

企業庁は、環境に配慮した事業運営に取り組んでいます。また、地域に貢献する様々な活

動も行っています。

伊坂ダム、山村ダムの周辺施設を地域住

民の憩いの場として開放しています。

週末には、ダム湖周辺の散策や、サイクリ

ングなどで、大勢の人で賑わっています。

【震災時の応急給水拠点】

【伊坂・山村サイクリングコース】

浄水場や調整池を利用して、県内の１３

カ所に「震災時の応急給水拠点」を整備

し、被災直後でも一時的な給水ができる

体制を整えています。

（桑名市３ヶ所、四日市市１ヶ所、津市４ヶ所、
多気町３ヶ所、伊勢市２ヶ所）

【小水力発電設備】

水道管内の水が持つ余剰エネルギーを有効

利用するため、小水力発電設備を導入してい

ます。

平成２６年度発電電力量実績
播磨浄水場 ４７２，８７０ｋＷｈ

【太陽光発電設備】

沈でん池に太陽光パネルを備えた遮光設備を

設置し、藻類発生防止による水質改善を図りな

がら太陽光発電を行うことで、環境負荷を低減し

ています。

平成２６年度発電電力量実績
播磨浄水場 ３８６，５５７ｋＷｈ
高野浄水場 １４３，６３７ｋＷｈ
北勢水道事務所 ３５，６５７ｋＷｈ
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災害時における活動

○東日本大震災での活動

（水道事業）

「日本水道協会中部地方支部災

害時相互応援に関する協定」に基

づき、被災地の宮城県宮城郡松島

町に給水車（給水タンク搭載）を持

ち込み、応急給水活動を行いまし

た。

現地に入った職員は、地元消防

団に先導してもらい、松島町の浄

水場で給水車に水を補給し、各給

水箇所を回り応急給水活動を行い

ました。

【活動期間】

平成２３年３月２７日～２８日（２日間）

（工業用水道事業）

宮城県企業局から経済産業省を

通じて要請を受け、被災した工業

用水道施設の復旧支援活動を行

いました。

漏水した配水管の復旧作業と平

行してマンホールの点検、空気弁

の取替え作業等を行い、配水管の

復旧後、管の充水作業、充水後の

管路点検を行いました。

【活動期間】

平成２３年３月２４日～２７日（４日間）

平成２３年４月１０日～１４日（５日間）

【応急給水活動（宮城県松島町）】

企業庁では、大規模地震や台風などによる災害が発生したときに備え、災害時における応援協定

を結んでいます。平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災や平成２３年の台風１２号による紀伊

半島大水害時には速やかに現地に赴き、生活に必要な飲料水の応急給水、被災施設の復旧支援

等の活動を実施しました。

【被災地に入る給水車】

【工業用水道施設・管路の点検】
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【応急給水活動（熊野市）】

【浄水施設の被災状況（熊野市）】

○紀伊半島大水害での活動

平成２３年の台風１２号による紀伊

半島大水害で甚大な被害を受けた

熊野市、紀宝町に対して、「三重県

水道災害広域応援協定」に基づく

応急給水活動を行いました。

熊野市には、職員延べ５４人、

給水車（給水タンク搭載）延べ２７台が

出動し、応急給水活動を行いました。

【活動期間】

平成２３年９月５日～１６日（１２日間）

紀宝町には、職員延べ１６人、

給水車（給水タンク搭載）延べ８台が

出動し、応急給水活動を行うとともに、

浄水の水処理に関する技術支援を

行いました。

【活動期間】

給水活動

平成２３年９月６日～１３日（８日間）

浄水処理技術支援

平成２３年９月１３日～１６日（４日間）
【給水車への補給作業（紀宝町）】
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５ 経営方針に基づく重点的な取組   
 

 経営方針に基づき、次の取組を重点的に行います。 

 「※」は長期経営ビジョンから目標時期等を変更した取組について、現在の取組状況を記載しています。 

 

（１）計画的な施設改良の推進  

   ・管路、水管橋、浄水場、発電所など施設の耐震化・老朽劣化対策等を計画的・重点的に行います。 

（２）市町・民間事業者・ユーザーと連携した「安全・安定」供給の取組  

・市町と連携した水質管理を強化するとともに、民間事業者への技術指導・技術普及を推進します。 

・ユーザーへ積極的に情報提供することにより、施設改良計画の検討など事業の企画面も含め「協働」できる取組を行います。 

(３）技術継承による新たなステージでの技術力向上の取組  

・技術継承や研修制度の充実により指導監督能力を向上させます。 

・経営に必要な企画立案能力・課題解決能力など総合的能力を開発・育成します。 

（４）「企業庁のあり方に関する基本的方向」の具体化による経営改善  

   ①一市供給地域において、水道用水供給事業を市水道事業へ一元化   

・市との合意のもと取組を進め、伊賀市は平成２１年度からの一元化に向けた協議を進めます。志摩市は平成２２年度からの

一元化に向けた協議を進めます。 

   ※ 伊賀市については、平成２２年４月から一元化を実施しました。 

     志摩市については、平成２３年４月から一元化を実施するとともに、平成２５年度末まで県から市に対し職員を派遣し、

ＯＪＴによる技術継承を行いました。 

   ②水道・工業用水道事業における技術管理業務の包括的な民間委託の推進  

・浄水場等において、民間企業の成熟度を考慮し「安全・安定」供給を検証しながら段階的に導入します。  

・平成２１年度から全ての工業用水道の浄水場等に導入し、平成２４年度から全ての水道の浄水場等に導入します。 

※ 工業用水道事業については、平成２１年度から導入しています。 

  水道事業については、供給における安全・安定性を確保し、当庁が事業者としての責任を果たすことを前提に、コ 

 スト等も含め総合的に検討した結果、今後も包括的な民間委託は導入せず、従来どおり運転監視等の業務を個別に民 

 間委託し、事業運営を行うこととしました。 

③水力発電事業の民間譲渡  

・電力会社との長期電力受給基本契約が切れる平成２１年度末までの譲渡を目標とします。 

・全発電所の長期安定・安全運転と地域貢献の継続を基本条件とし、流域の住民や関係者の理解を得ながら、譲渡に向け

た的確な対応と引継ぎを行います。 

※ 「三重県企業庁水力発電事業に係る資産等の譲渡・譲受に関する基本的事項の合意書」に基づき、平成２５年４月１日に青

蓮寺、比奈知の２発電所を、平成２６年４月１日に宮川第一、宮川第二、蓮の３発電所を、平成２７年４月１日に長、宮川第

三、三瀬谷、大和谷、青田の５発電所を譲渡しました。 

④水力発電事業の民間譲渡に伴うＲＤＦ焼却・発電事業の新たな運営主体への移管  

・本体事業である水力発電事業の譲渡に伴い、企業庁で実施する位置付けがなくなることから、知事部局と連携して市町

と協議を進め、新たな運営主体への移管を実現します。 

※ 水力発電事業の譲渡後の運営主体について、平成２８年度までは、企業庁が引き続き任意適用事業として運営するこ

ととし、平成２９年度以降については、関係部局と協議をし、決定していきます。 

                                   

６ 事業展開のための経営基盤の強化  

 各事業における展開を支える経営基盤を強化するた

め、次の取組を進めます。 

 

（１）組織運営方針 

  ①柔軟で効率的な組織の実現  

②技術継承と人材育成  

③危機管理体制の強化  

④ＩＳＯ９００１による品質向上 

⑤積極的で分かりやすい情報提供 

（２）財務運営方針 

①財務運営方針による計画的・効率的な財政運営  

②適正な資産管理 など 

（３）環境への配慮と地域貢献活動（「企業の社会的責任

（ＣＳＲ）」）の取組 

  ①太陽光発電や小水力発電の導入  

②スポーツ・レクリエーションの場としての施設開

放や災害時の給水拠点の提供 など 

 

７ 推進方法・進行管理  

 

・実施計画として「中期経営計画」を策定し、効率的で

計画的な事業展開を行っていきます。 

※「中期経営計画」（平成１９～２２年度） 

 「第２次中期経営計画」（平成２３～２６年度） 

 「第３次中期経営計画」（平成２７～２８年度） 

 を策定し、推進しています。 

・「経営改善プロジェクト」（企業庁内組織）により知事

部局と連携して総合的に推進していきます。 

・県民・ユーザー・有識者等で構成する「懇話会」で事

業の実施状況や経営状況について意見をいただきま

す。 
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